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長崎県はん用機械器具、生産用機械器具製造業最低賃金の推移

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

時 間 額 800円 813円 829円 846円 861円 875円 875円 875円 875円 875円

引上額(時間額) 12円 13円 16円 17円 15円 14円 0円 0円 0円 0円

引上率(時間額) 1.52% 1.63% 1.97% 2.05% 1.77% 1.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

効力発生日 H26.12.13 H27.12.25 H29.1.1 H29.12.14 H30.12.12 R1.12.7 R1.12.7 R1.12.7 R1.12.7 R1.12.7

※R5.10.13より長崎県最低賃金898円が適用

長崎県最低賃金

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

地域別時間額 677円 694円 715円 737円 762円 790円 793円 821円 853円 898円 953円

引上額(時間額) 13円 17円 21円 22円 25円 28円 3円 28円 32円 45円 55円

引上率(時間額) 1.96% 2.51% 3.03% 3.08% 3.39% 3.67% 0.38% 3.53% 3.90% 5.28% 6.12%
（予定）
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はん用機械器具、生産用機械器具製造業最低賃金基礎調査結果 分位数等

第一・４分位数

（円）

第一・20分位数 最低賃金
※R5.10.13より長崎県

最低賃金898円が適用

第一・１0分位数
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長崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の推移

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

時 間 額 734円 748円 765円 785円 808円 833円 837円 864円 864円 864円

引上額(時間額) 8円 14円 17円 17円 23円 25円 4円 27円 0円 0円

引上率(時間額) 1.10% 1.91% 2.27% 2.22% 2.93% 3.09% 0.48% 3.23% 0.00% 0.00%

効力発生日 H26.12.31 H28.1.9 H28.12.30 H29.12.29 H30.12.27 R1.12.27 R2.12.20 R3.12.29 R3.12.29 R3.12.29

※R5.10.13より長崎県最低賃金898円が適用

長崎県最低賃金

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

地域別時間額 677円 694円 715円 737円 762円 790円 793円 821円 853円 898円 953円

引上額(時間額) 13円 17円 21円 22円 25円 28円 3円 28円 32円 45円 55円

引上率(時間額) 1.96% 2.51% 3.03% 3.08% 3.39% 3.67% 0.38% 3.53% 3.90% 5.28% 6.12%
（予定）
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電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品･デバイス製造業最低賃金基礎調査結果 分位数等
（円）

第一・１0分位数

第一・４分位数

第一・20分位数

最低賃金
※R5.10.13より長崎県

最低賃金898円が適用
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長崎県船舶製造･修理業，舶用機関製造業最低賃金の推移

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

時 間 額 810円 821円 832円 846円 861円 875円 875円 875円 875円 875円

引上額(時間額) 10円 11円 11円 11円 15円 14円 0円 0円 0円 0円

引上率(時間額) 1.25% 1.36% 1.34% 1.32% 1.77% 1.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

効力発生日 H26.12.31 H27.12.18 H28.12.28 H29.12.15 H30.12.14 R1.11.29 R1.11.29 R1.11.29 R1.11.29 R1.11.29

※R5.10.13より長崎県最低賃金898円が適用

長崎県最低賃金

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

地域別時間額 677円 694円 715円 737円 762円 790円 793円 821円 853円 898円 953円

引上額(時間額) 13円 17円 21円 22円 25円 28円 3円 28円 32円 45円 55円

引上率(時間額) 1.96% 2.51% 3.03% 3.08% 3.39% 3.67% 0.38% 3.53% 3.90% 5.28% 6.12%
（予定）
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船舶製造･修理業，舶用機関製造業最低賃金基礎調査結果 分位数等（円）

第一・４分位数

第一・１0分位数

第一・20分位数
最低賃金
※R5.10.13より長崎県

最低賃金898円が適用
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